
 

 

【模式図２】適時開示体制 

発生事実に関する情報 決定事実に関する情報 決算に関する情報

Ⅰ(1)子会社等における

　　事象の発生または決定

 【当　社】

　(2)当社各所管部署への報告

Ⅱ1.(1)当社発生事実

　　　  ①事象の発生

　　  　②事実関係の確認

　　(2)当社決定事実・決算

　　　  ①起案

　 　　 ②所管部署による調整

　　　　 または指示

　2.重要事実の集約

　3.代表取締役社長への報告

　4.取締役会における重要事項

       の決定または決算の承認

　5.開示手続き

　6.重要事実の公開

※当社に関する会社情報
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